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指定都市「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望

（通称：青本）」について 

 

 

１ 趣旨及び概要 

都市税源の拡充強化などによる大都市の実態に即応した税財政制度を確立することを

目的として、毎年、指定都市共通の税財政制度の改正に関して、国の予算編成時期に合

わせて政党や関係省庁に対して要望するもの。 

要望事項については、税制関係から５項目、財政関係から４項目が選定されている。 

 

 

２ 取りまとめの経過及び要望活動のスケジュール 

（１）取りまとめの経過（今年度の幹事市：岡山市） 

● ７月中旬～８月中旬 指定都市市長会において、提案項目・内容を調整 

● ９月上旬      指定都市市長会（財政担当局長会議）において要望文案を決定 

● ９月（文案決定後） 各指定都市の市長及び議長の了承を得て、要望文を確定 

 

（２）要望活動のスケジュール 

● １０月～１１月 

ア 政府・政党に対する要望 

要望者：幹事市の市長・議長 

イ 衆議院・参議院総務委員会に対する要望 

要望者：幹事市の税財政関係特別委員長 

ウ 各指定都市の税財政関係特別委員による要望（党派別要望） 

要望者：本市は大都市税財政制度調査特別委員 

※ 指定都市税財政関係特別委員長会議（１０月２日）において、党派別要望の担当

市について協議。当会議は、大都市税財政制度調査特別委員長が出席 
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指定都市「令和６年度 大都市財政の実態に即応する財源の拡充 

についての要望」の主な成果及び昨年度からの変更点について 
 
【主な成果】 
 
●：提案 
○：成果 
 
１．要望事項＜財政関係＞８ 地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の

廃止 

● 地方交付税については、国の歳出削減を目的とした総額の一方的な削減は

決して行わず、今後も増大する財政需要や大都市特有の財政需要などを適切

に踏まえ、地域社会に必要不可欠な一定水準の行政サービスの提供に必要な

額を確保すること。 
○ 社会保障関係費や人件費の増加が見込まれる中、地方団体が、住民のニー

ズに的確に応えつつ、こども・子育て政策の強化など様々な行政課題に対応

し、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方交付税等の一般財源総額

について、令和５年度を上回る額を確保された。また、「こども・子育て支

援加速化プラン」における令和６年度の地方負担分（０．２兆円）について、

必要な財源が確保され、また、地方団体が、地域の実情に応じてきめ細かに

独自のこども・子育て政策（ソフト）を実施できるよう、一般行政経費（単

独）が０．１兆円増額された。 
 

※ 大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望（青本）は、中長

期的な税財政の制度の確立に係る要望であるため、具体的な要望の成果が現

れづらいところであるが、指定都市が連携して継続的に要望することが重要

である。 
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【主な変更点】 
 
１．要望事項 ＜財政関係＞ ９ 地方債制度の充実 

○ 補償金免除繰上償還の実施に係る要望について、指定都市における借入利

率４％超の公的資金借入残高が地方債全体借入残高の０．３％にとどまって

いることを踏まえ、要望の重要性が低下していると考えられることから削除。 
 ※ 補償金免除繰上償還は、補償金の免除が認められた繰上償還のことであ

り、平成 19 年度から 24 年度までの間に、地方向け財政融資資金の金利

５％以上の貸付金の一部について臨時特例措置として実施された。 
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